
 

（
４
）
一
・
一
〇
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
３
）
一
・
〇
六
の
冒
頭
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
追
加
） 

（
２
）
野
球
競
技
場
区
画
線
（
１
）
の
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
の
前
後
の
ラ
イ
ン
の
長
さ
を
、
「
一
㌳
～
一
〇

㌳
」
に
改
め
る
。 

（
１
）
一
・
〇
四
の
22
行
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
（
傍
線
部
を
改
正
）、
三
・
〇
一
（
ｂ
）
の
「
石
灰
」
を

「
塗
料
」
に
改
め
る
。 

（
ｂ
） 

カ
ッ
プ
バ
ッ
ト
（
先
端
を
え
ぐ
っ
た
バ
ッ
ト
） 

①
同
（
ａ
）
お
よ
び
同
（
ｂ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

②
同
（
ｃ
）
【
原
注
】
を
追
加
す
る
。 

（
ａ
） 

バ
ッ
ト
は
な
め
ら
か
な
円
い
棒
で
あ
り
、
太
さ
は
そ
の
最
も
太
い
部
分
の
直
径
が
二
・
六
一

㌅
（
六
・
六
㌢
）
以
下
、
長
さ
は
四
二
㌅
（
一
〇
六
・
七
㌢
）
以
下
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
バ
ッ
ト
は
一
本
の
木
材
で
作
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

    

【
原
注
】 

パ
イ
ン
タ
ー
ル
が
一
八
㌅
の
制
限
を
超
え
て
付
着
し
て
い
た
場
合
に
は
、
審
判
員
は
、

自
ら
の
判
断
や
相
手
チ
ー
ム
か
ら
の
異
議
が
あ
れ
ば
、
バ
ッ
ト
の
交
換
を
命
じ
る
。
制
限
を

超
え
た
部
分
の
パ
イ
ン
タ
ー
ル
が
取
り
除
か
れ
た
場
合
だ
け
、
打
者
は
以
後
そ
の
試
合
で
そ

の
バ
ッ
ト
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

図
表
中
の
フ
ァ
ウ
ル
ラ
イ
ン
お
よ
び
太
線
で
示
さ
れ
て
い
る
諸
線
は
、
塗
料
、
ま
た
は
無
害
か

つ
不
燃
性
の
チ
ョ
ー
ク
、
そ
の
他
の
白
い
材
料
で
描
く
。 

一
塁
、
二
塁
、
三
塁
は
、
白
色
の
キ
ャ
ン
バ
ス
ま
た
は
ゴ
ム
で
被
覆
さ
れ
た
バ
ッ
グ
で
表
示
し
、

巻
頭
２
図
に
示
す
よ
う
に
地
面
に
正
し
く
固
定
す
る
。 

バ
ッ
ト
の
先
端
を
え
ぐ
る
と
き
に
は
、
深
さ
一
㌅
（
二
・
五
㌢
）
以
内
、
直
径
一
㌅
以
上
二

㌅
（
五
・
一
㌢
）
以
内
で
、
し
か
も
そ
の
く
ぼ
み
の
断
面
は
、
椀
状
に
カ
ー
ブ
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
際
、
直
角
に
え
ぐ
っ
た
り
、
異
物
を
付
着
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

   

 

バ
ッ
ト
の
使
用
以
前
に
指
摘
が
な
け
れ
ば
、
本
項
に
適
合
し
て
い
な
い
バ
ッ
ト
に
よ
る
プ
レ

イ
は
す
べ
て
有
効
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
プ
レ
イ
に
つ
い
て
提
訴
は
認
め
ら
れ
な
い
。 

 
二
〇
一
一
年
度 

野
球
規
則
改
正 

 

日
本
野
球
規
則
委
員
会 
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（
８
）
四
・
〇
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
７
）
三
・
一
〇
（
ａ
）
お
よ
び
同
【
例
外
】
の
「
ホ
ー
ム
チ
ー
ム
の
監
督
」
を
「
ホ
ー
ム
チ
ー
ム
」
に
改

め
る
。 

（
６
）
二
・
四
四
（
ｃ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
（
傍
線
部
を
追
加
）、
【
原
注
】
を
追
加
す
る
。 

（
５
）
一
・
一
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

①
同
（
ａ
）
お
よ
び
（
ｂ
）
の
「
監
督
」
を
「
監
督
、
ま
た
は
監
督
が
指
名
し
た
者
」
に
改
め
る
。 

②
同
（
ｃ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

①
同
（
ａ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
改
正
） 

（
ｆ
） 

バ
ッ
ト
ボ
ー
イ
、
ボ
ー
ル
ボ
ー
イ
ま
た
は
バ
ッ
ト
ガ
ー
ル
、
ボ
ー
ル
ガ
ー
ル
は
、
そ
の
仕
事

に
携
わ
っ
て
い
る
と
き
は
、
防
護
用
の
両
耳
フ
ラ
ッ
プ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
ｅ
） 

ベ
ー
ス
コ
ー
チ
は
、
コ
ー
チ
ス
ボ
ッ
ク
ス
に
い
る
と
き
に
は
、
防
護
用
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

④
次
の
（
ｅ
）
を
追
加
し
、
従
来
の
（
ｅ
）
を
（
ｆ
）
と
し
て
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
傍
線
部
を
追

加
） 

③
同
（
ｃ
）
【
注
一
】
を
削
除
し
、
【
注
二
】
を
【
注
】
と
す
る
。 

 

   

メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
片
耳
フ
ラ
ッ
プ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
両
耳
フ

ラ
ッ
プ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
選
ん
で
も
よ
い
）
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

審
判
員
の
妨
害
─
─
（
１
）
盗
塁
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
り
、
塁
上
の
走
者
を
ア
ウ
ト
に
し
よ

う
と
す
る
捕
手
の
送
球
動
作
を
、
球
審
が
じ
ゃ
ま
し
た
り
、
は
ば
ん
だ
り
、
妨
げ
た
場
合
、
（
２
）

打
球
が
、
野
手
（
投
手
を
除
く
）
を
通
過
す
る
前
に
、
フ
ェ
ア
地
域
で
審
判
員
に
触
れ
た
場
合
に

起
こ
る
。 

【
原
注
】 

捕
手
の
送
球
動
作
に
は
、
投
手
へ
の
返
球
も
含
む
。 

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
打
撃
時
間
中
お
よ
び
走
者
と
し
て
塁
に
出
て
い
る
と
き
は
、
必
ず
野
球
用
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
14
）
六
・
一
〇
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
13
）
六
・
〇
六
（
ｄ
）
【
注
】
を
追
加
す
る
。 

（
12
）
六
・
〇
五
（
ｈ
）
に
次
を
追
加
す
る
。 

（
11
）
六
・
〇
五
（
ｇ
）
に
次
を
追
加
す
る
。 

（
10
）
五
・
一
〇
（
ｆ
）【
注
】
、
六
・
〇
五
（
ａ
）【
原
注
】
の
【
注
】
、
七
・
〇
四
（
ｃ
）【
注
】
を
削
除

す
る
。 

（
９
）
五
・
〇
九
（
ｂ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
（
傍
線
部
を
改
正
）、
【
原
注
】
を
追
加
す
る
。 

 

 

②
同
（
ｃ
）
と
し
て
次
を
追
加
し
、
同
（
ｃ
）
（
ｄ
）
を
（
ｄ
）
（
ｅ
）
と
す
る
。 

（
ｂ
） 

球
審
が
、
盗
塁
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
り
、
塁
上
の
走
者
を
ア
ウ
ト
に
し
よ
う
と
す
る
捕
手

の
送
球
動
作
を
妨
害
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）
し
た
場
合
―
―
各
走
者
は
戻
る
。 

（
ｃ
） 
球
審
に
手
渡
さ
れ
る
打
順
表
に
は
、
各
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
守
備
位
置
も
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
指
名
打
者
を
使
用
す
る
場
合
は
、
ど
の
打
者
が
指
名
打
者
で
あ
る
の
か
を
打
順
表
に

明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

①
同
（
ｂ
）
を
（
１
）
～
（
15
）
に
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
す
る
。 

        

た
だ
し
、
打
者
が
バ
ッ
タ
ー
ス
ボ
ッ
ク
ス
内
に
い
て
、
打
球
の
進
路
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
意

図
が
な
か
っ
た
と
審
判
員
が
判
断
す
れ
ば
、
打
者
に
当
た
っ
た
打
球
は
フ
ァ
ウ
ル
ボ
ー
ル
と
な
る
。 

【
原
注
】 

捕
手
の
送
球
動
作
に
は
、
投
手
へ
の
返
球
も
含
む
。 

打
者
が
バ
ッ
タ
ー
ス
ボ
ッ
ク
ス
内
に
い
て
、
打
球
の
進
路
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
な
か

っ
た
と
審
判
員
が
判
断
す
れ
ば
、
打
者
の
所
持
す
る
バ
ッ
ト
に
再
び
当
た
っ
た
打
球
は
フ
ァ
ウ
ル

ボ
ー
ル
と
な
る
。 

【
注
】 

ア
マ
チ
ュ
ア
野
球
で
は
、
こ
の
よ
う
な
バ
ッ
ト
を
使
用
し
た
場
合
、
打
者
に
は
ア
ウ
ト

を
宣
告
す
る
に
と
ど
め
る
。 
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（
15
）
七
・
〇
五
（
ｊ
）
を
削
除
し
、
七
・
〇
四
（
ｅ
）
を
追
加
す
る
。 

 

   

（
ｅ
） 

野
手
が
帽
子
、
マ
ス
ク
、
そ
の
他
着
衣
の
一
部
を
本
来
つ
け
て
い
る
個
所
か
ら
離
し
て
、
投

球
に
故
意
に
触
れ
さ
せ
た
場
合
。 

（
15
） 

指
名
打
者
は
、
ブ
ル
ペ
ン
で
捕
手
を
務
め
る
以
外
は
、
ブ
ル
ペ
ン
に
座
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
14
） 

他
の
守
備
位
置
に
つ
い
て
い
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
投
手
に
な
れ
ば
、
そ
れ
以
後
指
名
打
者
の

役
割
は
消
滅
す
る
。 

（
11
） 

監
督
が
打
順
表
に
十
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
記
載
し
た
が
、
指
名
打
者
が
特
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
試
合
開
始
後
に
、
相
手
チ
ー
ム
の
監
督
が
そ
の
誤
り
を
球
審
に
指
摘
し
た
場
合
は
、 

（
１
） 
先
発
投
手
ま
た
は
救
援
投
手
が
打
つ
番
の
と
き
に
他
の
人
が
代
わ
っ
て
打
っ
て
も
、
そ
の
投

球
を
継
続
で
き
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ
れ
ら
の
投
手
に
代
わ
っ
て
打
つ
打
者
を
指
名
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
。 

④
同
（
ｂ
）
の
末
尾
に
（
14
）（
15
）
と
し
て
次
を
追
加
す
る
。 

③
同
（
ｂ
）
（
11
）
と
し
て
次
を
追
加
す
る
。 

②
同
（
ｂ
）
の
冒
頭
を
次
の
よ
う
に
改
め
（
傍
線
部
を
追
加
）
、
【
原
注
】
を
追
加
す
る
。 

 

【
原
注
】 

指
名
打
者
特
定
の
明
ら
か
な
誤
り
は
、
試
合
開
始
前
で
あ
れ
ば
訂
正
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
（
四
・
〇
一
ｄ
［
原
注
］
参
照
） 

投
手
に
代
わ
っ
て
打
つ
指
名
打
者
は
、
試
合
開
始
前
に
選
ば
れ
、
球
審
に
手
渡
す
打
順
表
に

記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
督
が
打
順
表
に
十
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
記
載
し
た
が
、
指

名
打
者
の
特
定
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
球
審
が
プ
レ
イ
を
宣
告
す
る
前
に
、
審
判
員
ま
た
は
い
ず

れ
か
の
監
督
（
ま
た
は
そ
の
指
名
す
る
者
）
が
そ
の
誤
り
に
気
づ
い
た
と
き
は
、
球
審
は
、
監

督
に
投
手
以
外
の
九
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
う
ち
誰
が
指
名
打
者
に
な
る
の
か
を
特
定
す
る
よ
う

に
命
じ
る
。 

い
ず
れ
の
場
合
も
、
投
手
が
置
き
か
わ
っ
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
交
代
し
た
と
み
な
さ
れ
、
試
合

か
ら
退
き
、
そ
れ
以
後
指
名
打
者
の
役
割
は
消
滅
す
る
。
誤
り
が
球
審
に
指
摘
さ
れ
る
前
に
起

き
た
プ
レ
イ
は
、
規
則
六
・
〇
七
に
よ
り
、
有
効
と
な
る
。 

（
ⅱ
）
チ
ー
ム
が
ま
だ
守
備
に
つ
い
て
い
な
い
と
き
に
は
、
投
手
は
、
そ
の
チ
ー
ム
の
監
督
が

指
定
し
た
打
撃
順
に
入
る
。 

（
ⅰ
）
チ
ー
ム
が
守
備
に
つ
い
た
後
で
は
、
投
手
は
、
守
備
に
つ
か
な
か
っ
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

打
撃
順
に
入
る
。 

こ
の
際
は
ボ
ー
ル
イ
ン
プ
レ
イ
で
、
ボ
ー
ル
に
触
れ
た
と
き
の
走
者
の
位
置
を
基
準
に
塁
が

与
え
ら
れ
る
。 
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 5

（
16
）
八
・
〇
二
（
ａ
）
（
１
）
に
次
を
追
加
す
る
。 

 
た
だ
し
、
投
手
板
を
囲
む
一
八
㌳
の
円
い
場
所
の
中
で
あ
っ
て
も
、
投
手
板
に
触
れ
る
前
に
投

球
す
る
手
を
き
れ
い
に
拭
け
ば
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
17
）
九
・
〇
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

①
同
（
ａ
）
の
「
審
判
員
の
判
断
に
基
づ
く
裁
定
は
最
終
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
監
督
、

コ
ー
チ
、
ま
た
は
控
え
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
、
そ
の
裁
定
に
対
し
て
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
」
を
太
字
に
す
る
。 

 ②
同
（
ｃ
）
に
次
を
追
加
す
る
。 

 

審
判
員
が
協
議
し
て
先
に
下
し
た
裁
定
を
変
更
す
る
場
合
、
審
判
員
は
、
走
者
を
ど
こ
ま
で
進

め
る
か
を
含
め
、
す
べ
て
の
処
置
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
審
判
員
の
裁
定
に
、
プ
レ
ー
ヤ

ー
、
監
督
ま
た
は
コ
ー
チ
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
異
議
を
唱
え
れ
ば
、
試
合
か
ら

除
か
れ
る
。 

 

③
同
（
ｃ
）
【
原
注
一
】
を
追
加
し
、
【
原
注
】
を
【
原
注
二
】
に
す
る
。 

 

【
原
注
一
】 

監
督
は
、
審
判
員
に
プ
レ
イ
お
よ
び
裁
定
を
変
更
し
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求

め
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
審
判
員
の
説
明
を
受
け
れ
ば
、
審
判
員
に
異
議

を
唱
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。 

 

  

 
 
 

二
〇
一
一
年
一
月
二
十
八
日 

  

以 

上  


